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【令和５年度末までの目標値】 

 

令和 5年度末までに、障害福祉サービス等の質を向上させるため、下記の取組を実施
する体制を構築する。 
 報酬請求エラーの多い項目について集団指導等の場で注意喚起を行う 
 適切な障害福祉サービス等の提供の促進を図るため、大阪府等と連携し、適正な

指導監査等の実施を推進する 
 

【目標設定の考え方等】 

障害福祉サービス等の質を向上させるためには、利用者に対する支援を担う障害福祉サービス

事業者の適切な事業の運営（報酬請求の適切な遂行も含む。）を確保するための策を講ずるこ

とが効果的である。 

このことを踏まえ、事業者に対し、集団指導等の場を活用して注意喚起を行うとともに、大阪府

等の関係機関との連携も含め、適正な指導監査等の実施を推進することを目標として設定したも

のである。 

 
 
【実績の推移】 

実績 
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H30 R1 R2 R3 

集団指導等の場における注意喚起  
 

 実施 

 
 

実績 
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適正な指導監査等の実施   
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○主な活動指標の一覧 

 

 
第5期 第6期 

H30 R1 R2 R3 

障害福祉サービス等に係る

各種研修の活用 

見込  
 

 のべ10人 

実績    のべ11人 

障害者自立支援審査支払
等システムによる審査結果
の共有 

見込    １回 

実績    １回 

障害福祉サービス事業所等
に対する指導監査の結果の
共有 

見込    １回 

実績    １回 
 

基本指針の目標 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

第6期より新たに活動指標に追加 

第6期より新たに活動指標に追加 

第6期より新たに活動指標に追加 
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【実績にかかる評価】 

 障害福祉サービス等に係る各種研修の活

用については、厚生労働省、大阪府等の

関係機関が主催する研修等への本市職

員の参加を進めており、令和3年度につい

ては、見込を上回る実績を達成していると

ころである。 

 障害者自立支援審査支払等システムによ

る審査結果の共有については、現状では

実施に至っていない状況である。 

 障害福祉サービス事業所等に対する指導

監査の結果の共有については、大阪府と

大阪府内の市町村等との意見交換会にお

いて、その実施を図ったところである。 

【今後の取組等】 

 障害福祉サービス等に係る各種研修の活

用については、引き続き、厚生労働省、大

阪府等の関係機関が主催する研修等へ

の本市職員の参加を進め、研修によって得

た知識・ノウハウの組織共有化を図る。 

 障害者自立支援審査支払等システムによ

る審査結果の共有については、今後、関

係機関との連携を含め、実施に向けての

対応を進めることとする。 

 障害福祉サービス事業所等に対する指導

監査の結果の共有については、引き続き大

阪府と大阪府内の市町村等との意見交

換会での実施を行うとともに、日常的な情

報交換、情報共有等の取組も一層進める

こととする。 

 

 

 


